
裁 決

２２総総法審第１１１号

審査請求人

東京都渋谷区代々木1-42-4

代々木総合法律事務所

上記代理人　弁護士　戸舘 圭之

処　分　庁 小金井 市長

審査請求人が平成２２年５月;3 1日に提起した生活保護法7 18 条の規定に

基づく支給済み保護費の徴収決定処分に係る審査請求について、口頭意見陳

述の機会を設け･た上で、次のとおり裁決する。卜　 ＼

主 文

処分庁が、審査請求人に対し、平成２２年４月｡23 日付けでした生活

保護法７８条の規定に基づく支給済み保護費の徴収決定処分（小福地発

第５２号）を取り消す。

理 由

第１　 審査請求の趣旨　　 、。
本件審査請求の趣旨は、処分庁が審査請求人（以下（請求人ヤとい う。）
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第２　経緯（保護申請書、資産申告書、保護決定通知書、住友生命保険相互

会社の回答書、､本件処分､通知書等）

１　請求人は、平成２１年１月２６日付けで、小金井市福祉事務所長（以

下「福祉事務所長」と｡い う。）くに対し、法による保護申請（以下「本件申

請」とい う。）をした。

本件申請時にヽ湎求大及び請求人の妻である.¬ さん（以下Tr請

求外［二 ］さん」という．）から提出された資産申告書の「生命保険その他

の保険」の欄には、それぞれ√契約先を口 生命保険相互会社とし、保

倹 金受取人を碑永外口 さんとずる保険（` ﾑ月額傴映料１１，･．５ ５ 戸 円）

１種類のみが記されていた。
また、本件伸請に係右添付資料の一つとして、請求人名義め、［二二コ

ロ 銀行厂TI 支店の預金通帳の写し（以下「本件通帳写し」という。）が

提出され、そこには、平成２０年ＬＯ月2 7 一日、同年１ １月２７日及び

同年１２月２９日の引出し金額の欄に、それぞれ、「１１，５ ５ ５（円）
［TTT ］ セイノ イ　 ホヶンリ」及び「１３，　9 9 2 ( 円）/　　［ 二二二二］

セイメイ　 ホケンリ」の記載があった。

２　福祉事務所長は、平成２１年３月３日、請求人に対し、同年１月２８
ゝ　　　　　　■　　・　　　　　　　　■

日を開始 日とする、法による保護を開始した。

３　福祉事務所長は、平成２２年２月１８日、法２９条に基づく調査を実

蝙しﾐ 同年３月3  10 ［ヽ二ｺ 生命保険t目互会社から、次の耨険契約（以

下、順に本件保険１、本件保険２、本件保険､3及び本件保険４という。）

がある旨め回答を得た。　　　　　　　　’

①　=証券番号
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契・J者　　［ 二二 二 二］

死亡受取人「‾‾‾ ¬

被保険者　厂二 二コ
満期受取人　契約者

保険種類　　 養老保険　　　　　　　　　　 ・

契約日　　　 平成５年７月１日 づ

保険料　　　 月払　11,  5  5  5 円

解約時支払額（３月２３白現在）　 １，１ ６ ３ ，６ ７０円･

②　証券番号

契約者

死亡受取人

保険種類

契約日

保険料

［ 一一T ］　被保険者［‾Ｔ Ｔ］

契約者

教育保険
平成４年１２月Ｆ日

月払　13,  992 円

解約時支払額（３月２ ３日現在）　1  , 4  6 4, 3  2 5 円

③　証券番号

契約者ｊ 厂Ｔ二 コ　 。。・ｔ 匚二二 ］
死亡受取人厂¬TT ］ 年金受取人　契約者

保険種類　　個人年金保険

契約日　　　平成６年３月２５日

保険料　　　年払　112,  158 円　　卜
解約時支払額（･3月２３日現在）　２，３ 5 3, 58 ９円

④　証券番号

契約者 厂▽TT] 、　被保険者｢T ‾‾‾1
死亡受取人［T－¬T ］

保険種類　▽教育保険
契約日　　　平成５年１０月ヽ1日

保険料　　　年払　」L 6 5 , 7  17 円
解約時支払額（３月２３日現在）　２，７ ８ ･２ ,722 円

４　 処 分 庁 吽 、 平 蠕 ２ ２
年 ４ 月2131 日 付 け で 、 請 求 人 及 び 請 求 外

口 き
ん
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に対し、法７ ８ 条の規定に基づく支給済み保護費の徴収決定（本件 処分）

を行ｐ た○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第３　当庁の判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

１　請求人の主張についての検討
請求人の主張は、要するに二 以下のとおりであり４この点から本件処

分の取消､しを求めているものと解される。

法７８条による徴収が認められるためには、､「不実の申請」がなければ

ならないが、請求人は、本件申請時、妻名義の保険契約の存在を認識し

ていなかったから、「不実の申請」にはあたらない。
また、請求人は、自己の契約に係る生命保険と学資保険については、

本件申請時･に申告している。
処分庁は、請求外[二ｺ さん名義の保険だけでなく、･請求人名義め保険

に つ い て も〕申 告 し てい な かっ た も の が存 在す る か ら、「不 実 の 申請 」に あ

Ｉ　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　¶た ると 主 張 し て い る が 、 請 求 人 が、 本 件 申請 時 に 処 分 庁 に提 出 し た本 件

通 帳 写 し に よれ ば、 二 つ の保 険 料 が 引 き 落と さ れて い るこ と が 確 認 で き

る もの で あ り、 処分 庁 の調 査 不 足 に 原 因 があ る か ら、 本 件処 分 は違 法 ・

不 当で あ る。　　 ▽　　　　 、

2=　 判　 断　　　　　　　　　　　　　 十

（1） 法 ７ ８ 条 に よ れ ば 、不 実 のlｷ･請 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ りj保 護 を受 け 、

又 は 他 人 を し て 受 け させ た 者 が’あ る ときは 、保 護 費を 支弁 し た都 道 府

県 又 は 市 町 村 の 長 は、 そ の 費 用 の全 部 又は 一部 を、 そ の者 か ら徴 収 す

るこ と ができ る とさ れ てい る。　　　　　　　　　　　　　　　　 ’･

（2） こ れ を 本 件 に つ い て み･る と 、 処 分 庁 は 、 本 件 申 請 時 に 提 出 され た 本

件 通 帳 写し に は 、本 件 保 険 １に 係 る保 険料(11,  5  5  5 円 ） の 引 き

落･と し の ほ か 、 本 件 保 険 ２ に 係 る 保 険 料(13,  99 ２ 円 ） の 引 き 落

と し が 記 載 さ れ て い る こ とか ら、‘ 請 求 人は 、 申告 し た 本件 保 険 １以 外

に 、･少 な く と も 、 饋 求 人 名 義 の 本 件 保 険 ２が存 在 す るこ とを 十 分 認識
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していたと考えられるので、これを申告しなかったのは「不実の申請」

にあたると主張する。　　　　　　‥　　　　　十

しかしながら、法７８条を適用する.には、被保護者において、真実ｉｊ･．･･　．．　　　・．・．　　　　　　　　　　･･　　　　　　　　卜
を隠蔽し、不正に保護を受給しようとする故意が認められなければな

らない ところ.J 上記のとおり定期的に二つの保険料の引き落 とヽしが記

載きれｻで.い.る､本件通帳写しを提出すれば、処分庁が、本件保険１以外
に も 保 険 契 約 が 存 在 す る こ と を 疑 い 、 調 査 を 行 う こ と は 容 易 に 推 測‘し

＝ 得 る と こ ろ で あ る か ら 、 請 求 人 に 、 本 件 保 険 ２ を 隠 蔽 し よ う と す る 故

意 が あ っ た と 認 定 す る の は 、 困 難 で あ る と い わ ざ る を 得 な い 。

(3) ま た 、 処 分 庁 は 、 請 求 外
口

さ ん を 契 約 者2 どず る 本 件 保 険 ３ 及 ぴ 本

件 保 険 ４ に ・⊃い て 、 請 求 人 が 、 こ れ ら の 存 在 に つ い て 認 識 し て い な か

っ た と し て も 、 世 帯 単 位 を 原 則 と す る 生 活 保 護 制 度 で は 、 配 偶 者 の 資

産 に つ い て ぢ 申 告 の 義 務 が あ る か ら ４ 世 帯 と し て｢ 不 実 の 申 請｣ に'あ

Ｉ　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
＼たしる 旨 主 張 す る 。　　　　　　　　　　　 二

･。　　　　　　'　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　・　　　　　　　・
し か し な が ら 、 前 記(2) で 述 べ た と お り 、 法 ７ ８ 条 を 適 用 す る に は 、

被 保 護 者 に お い て 、'真 実 を 穏 蔽 す る 故 意 が 認 め ら れ な け れ ば な･ら な い

か も 、 請 求 人 が 、 本 件 保 険 ３ 及 び 本 件 保 険 ４ の 存 在 を 認 識 し て い な か

っ た と す れ ば 、 法 ７ ８ 条ﾌ の い う｢ 不 実 の 申 請｣ に は あ た ら な い' と い わ

ざ る を 得 な い 。 そ し て 、 請 求 人 が こ れ ら の 保 険 の 存 在 を 知 り な が ≒ら 、

戚意に虚偽の申告をし、あぷいは、請余外口 さんiこ虚偽の申告を行

わせたものとまで認定するに足る的確な証拠は提出されていない。

（4） 以上のことからすると、躋求人に対し、法７８条の規定に基づきな

された本件処分は、法め･適用を誤った違法があるといわざるを得ない。

３　結　論

以上のとおり、本件審査請求は理由があるから、行政不服審査法４０

条３項の規定を適用して、主文のとおり裁決する。　　　　　　　　　＼

５



平成２３年２月２２日

審査庁＞東京都知事　石 原ご慎 太

６
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